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（別表）平成22年度・23年度の介護保険料年額

所得段階区分

基準額に

対する

割合※

新市
（3,269円）

合併前の保険料年額

旧久喜市
（3,375円）

旧菖蒲町
（3,067円）

旧栗橋町
（3,337円）

旧鷲宮町
（3,700円）

第１段階
①生活保護受給者の方
②老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課
税の方

0.5 19,600円 20,200円 18,400円 20,000円 22,200円

第２段階
世帯全員が住民税非課税の方で、前年の課税年金収
入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

0.5 19,600円 20,200円 22,100円 20,000円 22,200円

第３段階
世帯全員が住民税非課税の方で、第2段階に該当
しない方

0.7 27,400円 28,300円 27,600円 30,000円 33,300円

特例

第４段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住
民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得
金額の合計が80万円以下の方

0.83 32,500円 33,600円 33,100円 33,200円 37,700円

第４段階
世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住
民税非課税で、特例第4段階に該当しない方

1.0 39,200円 40,500円 36,800円 40,000円 44,400円

第５段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125
万円未満の方

1.06 41,500円 42,900円 42,300円 43,200円 48,800円

第６段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125
万円以上200万円未満の方

1.25 49,000円 50,600円 47,800円 50,000円 55,500円

第７段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200
万円以上400万円未満の方

1.5 58,800円 60,700円 55,200円 60,000円 66,600円

第８段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400
万円以上の方

1.78 69,800円 72,000円 64,400円 70,000円 75,400円

保険給付費の負担割合
（居宅系サービスの場合）

（　）内は基準額月額

※基準額に対する割合は、旧久喜市の割合に統一されます。

新
市
の
誕
生
に
伴
い
、
65
歳
以

上
の
方
の
平
成
22
年
度
か
ら
23
年

度
ま
で
の
介
護
保
険
料
が
決
ま
り

ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

旧
１
市
３
町
の
合
併
に
あ
た
り
、

新
市
の
高
齢
者
福
祉
計
画
・
第
４

期
介
護
保
険
事
業
計
画
（
計
画
期

間
は
平
成
23
年
度
ま
で
）
を
策
定

し
た
こ
と
に
伴
い
保
険
料
額
を
算

定
し
た
も
の
で
、
旧
市
町
で
ま
ち

ま
ち
だ
っ
た
保
険
料
が
統
一
さ
れ

ま
す
。
市
民
の
み
な
さ
ん
の
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

介
護
保
険
料
の
し
く
み

介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

す
る
場
合
、
原
則
と
し
て
費
用
の

１
割
が
自
己
負
担
と
な
り
、
残
り

の
９
割
が
保
険
か
ら
給
付
さ
れ
ま

す
。
保
険
給
付
等
の
財
源
は
法
令

で
決
め
ら
れ
て
お
り
、
65
歳
以
上

の
第
１
号
被
保
険
者
の
方
の
保
険

料
の
負
担
割
合
は
20
％
が
基
本
と

な
り
ま
す
。
市
が
策
定
す
る
事
業

計
画
に
お
け
る
計
画
期
間
の
介
護

保
険
給
付
費
等
の
見
込
額
か
ら
、

保
険
料
と
し
て
収
納
す
べ
き
総
額

を
積
算
し
て
基
準
と
な
る
保
険
料

（
基
準
額
）
を
算
定
し
ま
す
。
こ

の
基
準
額
に
本
人
の
所
得
や
世
帯

員
の
課
税
状
況
等
に
よ
る
段
階
ご

と
の
割
合
を
か
け
て
個
人
の
保
険

料
が
決
ま
り
ま
す
。

　

今
回
策
定
し
た
事
業
計
画
で

は
、
平
成
22
年
度
か
ら
23
年
度
ま

で
の
２
年
間
で
、
保
険
給
付
費
を

百
二
十
六
億
四
百
二
十
八
万
二
千

円
、
地
域
支
援
事
業
費
を
三
億
七

千
七
百
六
十
三
万
七
千
円
、
合
計

で
百
二
十
九
億
八
千
百
九
十
一
万

九
千
円
の
費
用
を
見
込
ん
で
い
ま
す
。

新
し
い
介
護
保
険
料

平
成
22
年
度
か
ら
の
新
し
い
保

険
料
基
準
額
（
月
額
）
は
三
千
二

百
六
十
九
円
で
、
所
得
段
階
ご
と

の
保
険
料
年
額
は
別
表
の
と
お
り

で
す
。
基
準
額
の
算
定
に
あ
た
っ

て
は
、
各
市
町
で
こ
れ
ま
で
の
保

険
料
の
余
剰
分
を
積
立
て
た
「
介

護
保
険
給
付
費
準
備
基
金
」
の
取

り
崩
し
に
よ
り
、
六
百
九
十
五
円

の
引
き
下
げ
効
果
を
見
込
ん
で
い

ま
す
。
ま
た
、
介
護
報
酬
改
定
に

伴
う
保
険
料
の
急
激
な
上
昇
を
抑

制
す
る
た
め
の
国
の
交
付
金
を
財

源
と
し
た
「
介
護
従
事
者
処
遇
改

善
臨
時
特
例
基
金
」
の
取
り
崩
し

に
よ
り
、
49
円
の
引
き
下
げ
効
果

を
見
込
ん
で
い
ま
す
。

な
お
、
平
成
21
年
度
分
（
平
成

22
年
３
月
23
日
か
ら
３
月
31
日
）

に
つ
い
て
は
、
お
住
ま
い
の
区
域

の
合
併
前
の
保
険
料
設
定
が
適
用

さ
れ
ま
す
。

普
通
徴
収
の
納
期

保
険
料
を
納
付
書
ま
た
は
口
座

振
替
で
納
め
て
い
た
だ
く
普
通
徴

収
の
納
期
は
、
７
月
か
ら
翌
年
２

月
ま
で
の
年
８
回
と
な
り
ま
す
。

納
入
通
知
書
の
発
送
時
期

平
成
22
年
度
の
保
険
料
は
、
住

民
税
の
課
税
状
況
（
平
成
21
年
中

の
所
得
状
況
）
等
に
よ
り
決
定
し
、

み
な
さ
ん
に
は
７
月
上
旬
に
郵
送

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
合
せ　

介
護
福
祉
課
保
険
料
・

給
付
係
（
内
線
３
２
６
４
）
／
菖

蒲
総
合
支
所
福
祉
課
高
齢
者
・
介

護
保
険
係 

☎
85
・
１
１
１
１
／

栗
橋
総
合
支
所
福
祉
課
高
齢
者
・

介
護
保
険
係 

☎
53
・
１
１
１
１
／

鷲
宮
総
合
支
所
福
祉
課
高
齢
者
・

介
護
保
険
係 
☎
58
・
１
１
１
１

新
し
い
介
護
保
険
料
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

新
し
い
介
護
保
険
料
を
お
知
ら
せ
し
ま
す


